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小笠原村告示第２２号 

 

 平成２６年第４回小笠原村議会定例会を下記のとおり招集する。 

 

  平成２６年１１月２５日 

 

                       小笠原村長  森  下  一  男 

 

記 

 

  １、期  日  平成２６年１２月１０日 

 

  ２、場  所  小笠原村議会議事堂 



－２－ 

○ 応 招 ・ 不 応 招 議 員  

 

応招議員（８名） 

      １番  高 橋 研 史 君   ２番  片 股 敬 昌 君 

      ３番  一 木 重 夫 君   ４番  鯰 江   満 君 

      ５番  杉 田 一 男 君   ６番  池 田   望 君 

      ７番  稲 垣   勇 君   ８番  佐々木 幸 美 君 

 

不応招議員（なし） 



－３－ 

平 成 ２ ６ 年 第 ４ 回 小 笠 原 村 議 会 定 例 会 会 議 録  

 

議 事 日 程 （第１号） 

                   平成２６年１２月１０日（水曜日）午前１０時開会 

 

第 １ 報告第１５号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する 

           条例（専決処分） 

第 ２ 報告第１６号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正 

           する条例（専決処分） 

第 ３ 報告第１７号 小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例 

           の一部を改正する条例（専決処分） 

第 ４ 報告第１８号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（専決処分） 

第 ５ 報告第１９号 平成２６年度小笠原村一般会計補正予算（第３号）（専決処分） 

第 ６ 議案第６２号 小笠原村職員定数条例の一部を改正する条例（案） 

第 ７ 議案第６３号 小笠原村役場組織条例の一部を改正する条例（案） 

第 ８ 議案第６４号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する 

           条例（案） 

第 ９ 議案第６５号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正 

           する条例（案） 

第１０ 議案第６６号 小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例 

           の一部を改正する条例（案） 

第１１ 議案第６７号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（案） 

第１２ 議案第６８号 小笠原村防災会議条例の一部を改正する条例（案） 

第１３ 議案第６９号 小笠原村災害対策本部条例の一部を改正する条例（案） 

第１４ 議案第７０号 小笠原村国民健康保険条例の一部を改正する条例（案） 

第１５ 議案第７１号 平成２６年度小笠原村一般会計補正予算（第４号）（案） 

第１６ 議案第７２号 平成２６年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）（案） 

第１７ 議案第７３号 平成２６年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）（案） 

第１８ 議案第７４号 平成２６年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計補 

           正予算（第２号）（案） 



－４－ 

第１９ 議案第７５号 平成２６年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算（第２号）（案） 

第２０ 議案第７６号 平成２６年度小笠原村浄化槽事業特別会計補正予算（第２号）（案） 

第２１ 発議第 ８号 議員の派遣について 

 



－５－ 

出席議員（８名） 

      １番   高 橋 研 史 君    ２番   片 股 敬 昌 君 

      ３番   一 木 重 夫 君    ４番   鯰 江   満 君 

      ５番   杉 田 一 男 君    ６番   池 田   望 君 

      ７番   稲 垣   勇 君    ８番   佐々木 幸 美 君 

───────────────────────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────────────────── 

出席説明員 

村 長 森 下 一 男 君 副 村 長 石 田 和 彦 君 

教 育 長 伊 藤 直 樹 君 総 務 課 長 渋 谷 正 昭 君 

総務課副参事 鈴 木 敏 之 君 
総 務 課 
企画政策室長 樋 口   博 君 

財 政 課 長 江 尻 康 弘 君 村 民 課 長 村 井 達 人 君 

医 療 課 長 佐々木 英 樹 君 産業観光課長 牛 島 康 博 君 

自 然 管 理 
専 門 委 員 

岩 本   誠 君 建設水道課長 篠 田 千鶴男 君 

建 設 水 道 課 
副 参 事 増 山 一 清 君 母 島 支 所 長 湯 村 義 夫 君 

出 納 課 長 菊 池 元 弘 君 
教 育 課 
課 長 補 佐 

大 津   源 君 

───────────────────────────────────────────────── 

欠席説明員（なし） 

───────────────────────────────────────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長 セーボレー 孝 君 書 記 菊 池 ひろみ 君 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開会及び開議の宣告 

○議長（佐々木幸美君） おはようございます。 

  ただいまから平成26年第４回小笠原村議会定例会を開会いたします。 

  これより本日の会議を開きます。 

（午前１０時） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎会議時間の延長 

○議長（佐々木幸美君） この際、あらかじめ会議時間の延長をしておきます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（佐々木幸美君） まず、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、１番、高橋研史君及び７番、稲垣 

勇君を指名いたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（佐々木幸美君） 次に、事務局長より諸般の報告をさせます。 

  事務局長、お願いします。 

○事務局長（セーボレー孝君） ご報告いたします。 

  村長より、平成26年11月25日付、小笠原村告示第22号をもって本定例会の招集通知があり、

12月３日付で報告５件、議案15件の送付がありました。 

  次に、教育長より11月26日付、村長より11月28日付で、それぞれ議会説明員出席者の通知

がありました。 

  次に、議長佐々木幸美君の出張等についてご報告します。 

  10月８日、議員７名とともに、佐藤雄二海上保安庁長官に中国密漁船の取り締まり強化、

罰則強化等を要望してまいりました。 

  10月27日、都議会公明党の視察団が来島した際に、村長並びに議員５名とともに、村政課

題に関する意見交換を行いました。 

  11月７日、村長とともに、佐藤雄二海上保安庁長官と中国密漁船問題に関しての意見交換

を行いました。 



－７－ 

  同日、村長とともに、公明党「サンゴ密漁問題プロジェクトチーム」の会合に出席し、不

法操業の実情を訴え、取り締まり強化を要請し、また、サンゴの保全を国際的に訴えるよ

う要望してまいりました。 

  同日、村長とともに、佐藤英道農林水産大臣政務官に、中国サンゴ密漁船が引き起こして

いる事態に厳しく対処するよう、また水産資源、海洋生態系への影響調査を要望してまい

りました。 

  同日、村長とともに、太田昭宏国土交通大臣に、中国サンゴ密漁船が引き起こしている事

態に厳しく対処するよう、また警戒・監視体制の充実強化、小笠原海上保安署の装備・要

員の増強、水産資源、海洋生態系への影響調査等を要望してまいりました。 

  11月10日、都町村議会議長会役員会、同臨時総会に、また11月11日、第33回離島振興市町

村議会議長全国大会、11月12日、第58回町村議会議長全国大会に出席しました。 

  11月13日、村長とともに、舛添要一東京都知事に、違法操業の取り締まり強化等を要請し

てまいりました。 

  11月14日、村長とともに、菅 義偉内閣官房長官に、不法操業、領海侵犯の厳しい取り締

まりを、またサンゴの保全・管理を国際的な観点から発信するよう要望してまいりました。 

  次に、小笠原村監査委員、稲垣直彦君及び池田 望君より、９月26日付、10月24日付、11

月28日付で例月出納検査の報告がありました。 

  以上でございます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎会期の決定 

○議長（佐々木幸美君） 次に、会期についてお諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日12月10日から12月11日までの２日間としたいと思います。これに

ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認め、本定例会の会期は、本日12月10日から12月11日ま

での２日間と決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎一般質問 

○議長（佐々木幸美君） これより一般質問に入ります。 

  質問のある議員は、順次挙手をしてください。 
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───────────────────────────────────────────────── 

          ◇ 高 橋 研 史 君 

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。 

○１番（高橋研史君） おはようございます。１番、高橋研史でございます。 

  本日、私がトップバッターということですので、まず、本定例会の一般質問、通常ですと

１日かけて７名の議員ほとんどが質問するところでございますけれども、本日は私を含め

合計で４名、しかも午前中のみの一般質問となっております。これは、いわゆる最近続い

ておりましたサンゴ密漁問題に対する事案を審議するために、総務委員会にこの議題を主

に集中させようということでこのような運びとなりました。テレビをご覧の皆様に、午前

中は４名、半日で終わり、なおかつサンゴ問題が何も出ていないのではないかというよう

な思いもあるかもしれませんが、そのような内容で本定例会進めていく予定ですので、ど

うかご了承をお願いしたいと思います。 

  それでは、一般質問に入らせていただきます。 

  先般、我々村議会は、議長をはじめ８名の議員全員で出張いたしました。10月５日、６日、

７日とかけて、平成23年３月11日に大きな津波被害を受けました被災地、気仙沼市、陸前

高田市を主に回ってまいりました。私はこの視察に際して何か被災地から得るものはない

か、被災地の教訓を村に持ち帰って村の防災対策に生かせるものはないかという思いで視

察に行ってまいりました。ほかの議員の皆さんも同じ思いで被災地を回られたと思います。 

  特に陸前高田市はもう既に被災地という様相はなく、山を切り崩して大きなベルトコンベ

ヤーで平地に土砂を運ぶという、どちらかというと外国であるような露天掘りの炭鉱のよ

うなそういうような光景が陸前高田の山に挟まれた平地で行われておりまして、こんなに

風景が変わるものだなという思いと、またちょっと高台に目をやると、海抜20メートル、

30メートルあるような高台の家の周りに張ってあるフェンスが津波で押し流されて曲げら

れて、いまだに壊れたままに残っているようなフェンスも見てまいりました。こんなとこ

ろまで津波が来たんだなというようなことを感じることができました。と同時に、妻子を

亡くして一生懸命これから生きていこうという、頑張っていらっしゃる方にもお会いして

きました。一日も早くこれらの地が復興をなし遂げて、もとのとおりに戻るよう心からお

祈り申し上げる次第です。 

  その中で私が一つ提案したいのは、村の職員の皆さんの、実際津波が起きて活動している

中でいかに身を守るかということでございます。陸前高田市に行ってまいりまして、陸前
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高田市東日本大震災検証報告書というこういうような報告書をいただいてまいりました。

この中からちょっと一部分抜粋して今ここでご披露させていただきますが、この中に「反

省と検証」というものがございます。陸前高田市は人口２万4,246人当時ございましたけれ

ども、その中で1,757人の方が亡くなっております。これは人口に対して7.2％。そして市

の職員の方は443名おりましたが、この中で111名の方がお亡くなりになっております。比

率にしてみますと、一般の方よりも職員の方のほうが比率的には多く犠牲になっていると

いうような状況になっております。これによって後の復興がなかなか進まないというよう

な現象も出てきておりますが、まずはこのもらってきました報告書の一部を読ませていた

だきます。 

  反省と検証。災害対策本部を構成する多くの市職員が津波により犠牲となったが、その理

由は、みずからの身の安全を顧みず、市民の避難誘導等を優先し、さらなる災害対応業務

に備えて現場付近での待機を続けた結果、逃げ遅れが生じたことが考えられる。この教訓

を踏まえて、公的な活動に従事する人も確実に命が守られるよう、津波到達予想時刻前に

は活動を終了して、みずからの避難を完了させる退避ルールを初動対応マニュアル等にお

いて定めるべきである。 

  また、防災活動の拠点となる災害対策本部、市庁舎や地区本部、消防本部に津波が襲来し

た。その結果、応急活動に必要な資機材等の流出により、初動において応急活動が効果的

に行えなかった教訓から、防災施設は安全な場所に配置し、また災害により機能に支障が

生じた場合の代替施設を用意する必要がある。 

  というようなこの津波による反省と検証を今後はどうしたらいいかというような一文が載

っております。では、我が小笠原村はいかがでしょうか。この3.11の教訓を受けて、いわ

ゆる役場の職員の方、あるいは消防団の皆様、この皆様が避難誘導あるいは本部設置に当

たっているわけですけれども、これらの方の避難基準というものを明確に設置しなければ、

やはり村民はもとより今後重要な被害が起きた後、復興業務の中心に当たる職員の皆様が

被災しては、これは大変なことだと思います。この点、基準があるとすればしっかり明文

化したほうがよろしいのではないかと思いますけれども、この点について質問させていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 高橋議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  私も陸前高田に視察をさせていただきまして、その折、私なりにいろいろな思いが去来し
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たところでございます。今般、議員の皆様がご視察をされたということで、それぞれの議

員の皆様も同じようにいろいろな思いが去来をされたのではないかと拝察をするところで

ございます。 

  防災についてのご質問をいただきました。内容が具体的でございますので、担当課長に答

弁をさせますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、渋谷君。 

○総務課長（渋谷正昭君） 高橋議員の津波到達の際の職員の避難時間等の設定についてのご

質問ですが、村では、毎年９月に津波来襲を想定した避難訓練を実施しており、災害対策

本部要員については役場及び母島支所から津波来襲30分前に移動を開始し、25分前に父島

は情報センターに、母島は診療所に本部要員は本部の移動及び避難を完了するように訓練

をしております。また、避難誘導に当たります巡回班については、津波来襲10分前に最寄

りの避難所に避難を完了することにしており、実際に津波が来襲することになった場合も

そのような対応をし、職員が被災することのないようにしたいと考えております。 

  また、勤務時間外における津波警報の発表または震度５以上の地震発生の場合は、初動体

制を確立するための要領を定めており、村長をはじめとした災害本部要員になる職員は情

報センターに、また避難所設置要員となる職員は各避難所を集合場所にし、その後津波等

の情報を確認した上で避難誘導等に当たる体制をとることとしております。 

  明文化をしたほうがよいのではないかというご質問がございましたが、現在、防災訓練の

際に配布しております防災訓練実施要綱を遠地津波避難誘導実施要綱として、その中で職

員等の避難時間を徹底したいと思っております。 

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。 

○１番（高橋研史君） ありがとうございます。 

  現在はそのような時間設定もあるということですが、これは訓練実施要綱の中に決められ

ているということですので、実際起きた場合には現場も混乱すると思います。何が起こる

かわかりません。実際起きた際にこれが生きるように、遠地津波避難誘導実施要綱ですか、

これの中にしっかり明文化するということですので、ぜひそのような措置をとっていただ

いて、一人も犠牲者を出さない、なおかつ村の職員からも犠牲者を出さないというような

体制を一日も早くとれるようによろしくお願い申し上げて、私の質問を終わります。 

───────────────────────────────────────────────── 

          ◇ 片 股 敬 昌 君 
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○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。 

○２番（片股敬昌君） ２番、片股敬昌です。 

  今回、先ほども高橋議員からもお話がありましたように、中国密漁船の問題等々たくさん

の質問が出るだろうということを思いまして、私は別な視点で質問を考えさせていただき

ました。 

  では、天皇陛下が昨年12月、そして皇后さまが今年10月に80歳の傘寿を迎えられました。

両陛下がそろって傘寿を迎えられたことは国民にとって大きな喜びでございます。 

  1998年、平成10年にインドのニューデリーで開かれた国際児童図書評議会で、皇后さまが

「子供の本を通しての平和、そして子供時代の読書の思い出」と題しまして基調講演をさ

れています。その一部をご紹介します。 

  思い出すと、戦争中にはとかく人々の士気を高めようと、勇ましい話が多かったように思

うのですが、そうした中でこの文庫の編集者が「絶望」やこの「身体検査」のような話を、

なぜここに選んで載せたのか興味深いことです。生きている限り避けることのできない多

くの悲しみに対し、ある時期から子供に備えさせなければいけないという思いがあったの

でしょうか。 

  私は、この文庫の編集企画をした山本有三につき、二、三の小説や戯曲による以外詳しく

は知らないのですが、「日本名作選」及び「世界名作選」を編集するに当たっては、子供

に喜びも悲しみも深くこれを味わってほしいという有三とその協力者たちの強い願いがあ

ったのではないかと感じられてなりません。 

  この名作選を編集するとき、作品を選ぶ苦心とともに、日本語の訳の苦心があったと山本

有三はその序文に記しています。 

  私がこの本を読んだころ、日本は既に英語を敵国語とし、その教育を禁止していました。 

  世界情勢の不安定であった1930年代、40年代に、子供たちのために広く世界の文学を読ま

せたいと願った編集者があったことは、当時これらの本を手にすることができた日本の子

供たちにとり幸いなことでした。この本をつくった人々は、子供たちがまず美しいものに

触れ、また人間の悲しみ、喜びに深く触れつつ、さまざまに物を思って過ごしてほしいと

願ってくれたのでしょう。 

  子供たちが人生の複雑さに耐え、それぞれに与えられた人生を受け入れて生き、やがて一

人一人、私ども全てのふるさとであるこの地球で平和の道具となっていくために。 

  以上、皇后様のメッセージ、ほんの一部でございますが、紹介をさせていただきました。
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この全文を私読んでみましたが、大変感動いたしました。幼少期に出会ったこれらの本と

の出会いがあったからこそ優しくも強い今の皇后様がおられるのだなということを思いま

した。読書は人間形成の上で必要不可欠なものであります。 

  さて、子どもの読書活動の推進に関する法律に、地方公共団体の責務として、子供の読書

活動の推進に関する施策を策定し、実施する責務を有するとあります。 

  以下、２つの点についてお尋ねします。 

  当村の学校においては、どのような施策を策定し実施されてきたのでしょうか。 

  ２点目は、４月23日は子ども読書の日になっております。この日の趣旨にふさわしい事業

を実施するよう努めなければならないとありますが、どのような事業があったのでしょう

か、伺います。 

  次に、役場の駐輪場につきましてお尋ねします。 

  教育委員会、建設水道課の建物へ入っていく入り口の前にある自転車・バイク等の駐輪場

はいつも職員のものでいっぱいになっており、村民向けとしてはわずかなスペースしか残

っていない現状であります。役場入り口に近い駐輪場は可能な限り村民専用としていただ

きたいと思います。佐藤商店前にも洗濯物や自転車・バイクが置いてありますが、ここを

きちんと整備して、職員のものは極力こちらのほうに移動していただきたいと考えますが、

いかがでしょうか。 

  以上、ご答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 片股議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  ご質問の中にございましたが、天皇・皇后両陛下が傘寿を迎えられたこと、大変喜ばしい

ことと思います。また、それを記念する一環として、春に引き続きましてこの秋も乾通り

が開放されました。35万人を超えるという国民が訪れて、この秋はモミジ、紅葉をめでた

ということで、そういうことに対しても両陛下のお気持ちが伝わってきて、大変ありがた

いことだなと思っているところでございます。 

  議員からは、子供の読書活動の推進と村の駐輪場ということで２つのご質問をいただきま

した。それぞれ具体的な内容でございますので、担当課長に答弁をさせますので、よろし

くお願いを申し上げます。 

○議長（佐々木幸美君） 教育課課長補佐、大津君。 

○教育課課長補佐（大津 源君） 私のほうからは、子供の読書活動の推進について、村立
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小・中学校における取り組みをご説明いたします。 

  小笠原村教育委員会では、平成26年度から５年間の中長期的な教育振興の基本計画として、

第２次小笠原村教育ビジョンを策定しております。その中で、読書や文章を書くことによ

って習得する日本語の力は、子供たちが社会で生きていく上で欠くことのできない力とし

ており、子どもの読書活動の推進に関する法律の基本理念に沿ったものとなっています。 

  毎年策定している小笠原村教育委員会教育目標においては、読書活動の充実を目標に掲げ

ております。具体的な小・中学校の取り組みとしましては、１年を通して中学校は毎朝、

小学校は曜日を決めて授業前の10分から15分間、朝読書を行っております。さらに、小学

校では保護者などによる本の読み聞かせも定期的に行っています。 

  また、児童・生徒の図書委員会活動などを通じて、学校の図書室の整理整頓、本の貸し出

しを行っており、本の購入も毎年各学校で行っております。本を購入する際には、希望調

査等により児童・生徒の興味がある本を増やすなど図書の充実を図ることで読書環境の整

備に努めております。 

  ２つ目の質問としましては、これらの年間を通した活動のほかに、４月23日の子ども読書

の日や10月27日から始まる読書週間には、本や読書の話題について全校集会での校長先生

の講話や学校だよりへの掲載などを行っています。特に秋の読書週間においては図書委員

会がお薦めの本を紹介したり、母島では11月に読書月間を設けてその期間中中学生が小学

生に読み聞かせを行ったりするなど、各学校の創意工夫によりさまざまな取り組みを行っ

ています。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、渋谷君。 

○総務課長（渋谷正昭君） 役場の駐輪場のご質問についてお答えいたします。 

  村職員の駐輪場については、役場庁舎西側、佐藤商店側とし、議員ご指摘の第２庁舎下の

駐輪場は、村有の自転車・バイクと村民来庁用の自転車・バイクの置き場としてきたとこ

ろでありますが、次第に曖昧となり職員の自転車・バイクが置かれ、村民の利用スペース

がほとんどなくなっておりました。１カ月ほど前に同様の指摘を村民からいただき、改め

て置き方の徹底を図ったところであります。さらに、庁有車両の置き方を整理することで

村民用のスペースを広くとることができることから、既設のラインに従って庁有車両用と

村民用に二分して置くように指示してまいります。 

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。 

○２番（片股敬昌君） ありがとうございました。 
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  先ほど子供の読書活動につきましての答弁をいただきました。１つ目は、小・中学校で毎

朝読書を行っているということでした。２点目は、子ども読書の日について、校長先生の

講話及び上級生が下級生に読み聞かせをしているというお話でした。大変結構なことだと

思います。また、保護者、ご父兄の皆さんもこうした読書活動に協力してくださっている

ということでしたので、感謝申し上げたいと思います。 

  先ほどの１、２の結果に対して教育委員会としてどのような評価をされているか、あるい

は来年度につきましてどのような計画があるのか伺います。 

○議長（佐々木幸美君） 教育課課長補佐、大津君。 

○教育課課長補佐（大津 源君） 小笠原村立小・中学校における読書活動や読書環境整備な

どの実践は、各学校の教職員の工夫や努力に負うところが大きく、これらの取り組みの浸

透により、児童・生徒は充実した読書活動を行うことができています。年間を通した朝読

書などの実践により、読書量の確保や読書の習慣が身につき、また読書週間の取り組みを

通して読書の幅を広げ、読書体験が深まっています。 

  学校の授業時間以外に読書をする生徒の割合は、全国学力・学習状況調査における最近の

結果では、小笠原村立中学校のほうが全国及び東京都の割合に比べて高くなっております。

このことから、学年が上がるにつれて読書活動の成果があらわれていることが客観的にも

明らかになっております。 

  なお、母島においては、学校の図書室を定期的に地域の方々にも開放し本の貸し出しも行

っていることから、子供だけではなく、地域の読書環境においても重要な役割を担ってお

ります。 

  来年度以降についても現在行っている活動を継続するとともに、教育委員会としましても、

各学校が充実した読書活動を実践できるよう支援していきたいと考えております。 

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。 

○２番（片股敬昌君） ありがとうございました。 

  授業時間以外に読書をする生徒の割合、これが他校に比べて非常に小笠原村では高くなっ

ているということでした。すばらしいと思います。心豊かな子供たちに成長するように、

引き続き努力をお願いしたいと思います。 

  さて、子供に薦める本を１冊挙げろと言われたら皆さん何を薦めるでしょうか。私ここに

本棚から１冊の本を持ってきました。山本有三の「路傍の石」という本です。先ほど皇后

様のお話に出てきたものです。有三の作品はほかにも「波」であるとか「女の一生」とか
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「真実一路」ですか、そうした作品がたくさんあります。当時この「路傍の石」が書かれ

た年代が昭和12年という、翌年の昭和13年というのが国家総動員法という法律ができまし

て、もう戦争まっしぐらというそういう時代です。その前後を境にして、政府要人の暗殺、

殺傷事件、そういうことが頻繁に起きるという殺伐としたそういう時代です。そういう時

代にこういう「路傍の石」のような作品が世に出たということは本当に奇跡としか言いよ

うのない作品だろうと思うんですね。私は１冊を挙げてくれともし子供たちから聞かれた

場合は、やはりこの山本有三の作品どれでもいいのでひとつ読んでほしいなということが

私の薦める１冊になっております。 

  それでは、駐輪場につきましての答弁をいただきました。佐藤商店側の自転車・バイク、

今見ますと何か乱雑に置かれているようにも見受けられるのですが、この際この場所をき

ちんと整備されて、極力職員のものはそちらのほうに移動されたらというふうに思うんで

すけれども、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、渋谷君。 

○総務課長（渋谷正昭君） 先ほども答弁いたしましたように、本来は今自転車・バイクにつ

いては庁舎の西側、佐藤商店側に置くように指示をしてきたところです。これについては

徹底をしたいと思いますし、実際の今の置き方を見ていますと、職員それぞれが思い思い

にとめているということで乱雑感がございますので、駐輪スペースにラインを引くなど明

確にしていくことを考えてみたいと思っております。 

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。 

○２番（片股敬昌君） ラインを引くことで何かこう簡単に済まそうとしているのかなとちょ

っと思ってしまうんですが、村長ちょっとどうでしょうかね。ご存じのように小笠原の夏

は非常に長いんですよね。やっぱり炎天下にさらされた自転車・バイク等の椅子、もうす

ぐぼろぼろになってきますよね。私もそれ体験していますのでよくわかるんです。ライン

を引くというだけではなくて、やっぱり屋根のあるような、せめて都営住宅にあるくらい

のものはあっても決してこれは罰は当たらないと思うんですけれども、村長いかがでしょ

うか。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） まず、先ほど総務課長からも答弁もありましたように、１カ月ぐらい

前に村民の方からもご指摘をいただいたこともありますので、まず村とそれから村民の方

ときちんと使うところをはっきり分けるということで今ラインのこと等にまずは取り組ま
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せたいと思います。 

  議員からご指摘があった点につきましてはこれから検討させたいと、このように思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。 

○２番（片股敬昌君） 職員の福利厚生、これもやっぱり村長の大切な仕事だと思いますので、

私のほうからぜひやってくださいと進言させていただきます。 

  以上で私のほうは質問終わります。 

───────────────────────────────────────────────── 

          ◇ 池 田   望 君 

○議長（佐々木幸美君） 池田 望君。 

○６番（池田 望君） おはようございます。 

  ２点質問は通告してありますので、順に質問させていただきます。 

  まず１点目は、定期船運賃の低廉化対策についてというふうに出してあります。 

  東京都のほうでも小笠原諸島振興計画がもう12月末までには国のほうに答申として出され

て、それはもう国土交通省のほうもその計画に沿ってやりなさいというふうになっている

ところですが、このおがさわら丸、またははじま丸の運賃については以前から住民からは

大変割高で負担が大きいという意見はよく聞くところです。何とかこの割高な感じがする

運賃を安くしてあげて、住民の行き来、また小笠原振興に役立つようにするべきだという

ふうには皆さん普通考えていらっしゃるんじゃないかなというふうに思っております。 

  平成26年度から平成30年度までの小笠原諸島振興開発特別措置法と同時に、我々より先に

できました奄美群島振興開発特別措置法、同時に法延長が決まりましたね、平成26年から

平成30年というところまで５カ年の延長を認めていただきました。奄美群島の振興開発特

別措置法の中に今回新しく奄美群島振興交付金制度と、こういうものが盛り込まれまして、

奄美群島では条件不利性の解消事業として奄美群島航路・空路運賃軽減事業というものが

明記され予算措置されました。それを調べてみますと、航空路運賃で50％以上の減と、ま

た航路運賃では航空路運賃とのバランスを考えた中で25％以上の減というような施策がと

られ、それがもう７月ぐらいから実施されております。 

  そこで、このように同じような法律を持ってしている奄美群島と小笠原諸島の中でこれは

大変勉強になる話だなというふうに思っておりまして、この交付金制度を利用した政策が

あるならば次の振興計画の中にはこれを盛り込んでいただいて、村民また旅行者が利用で
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き、小笠原振興に役立つように運賃の軽減をお願いしたいということを質問いたしました。

ご答弁をよろしくお願いいたします。 

  ２点目、仮称ですが、旧赤間ホテルの件についてご質問をさせていただきます。 

  さきの第３回定例会で懸案であった接道用地になります隣接地の購入というか用地が取得

できたと、地権者とのお話し合いができて大変ご苦労だったと思うんですが、そういうこ

とができたということでこれは喜ばしく思っておるのですが、これでやっと両側の通路が

できたということで、新たに村の用地としてどのような計画を持って、いつごろまでに何

をやられるのかなと、これがちょっと聞きたくなりましたのでご説明をお願いいたします。 

  以上、２点です。よろしくお願いします。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 池田議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  まず１点目に、定期船運賃の低廉化ということでご質問をいただきました。 

  今回、改正延長されました特別措置法におきましては、目的規定に定住の促進を図ること

が新たに追加され、それに伴い、配慮規定におきましても海上・航空・陸上の交通の確保

のほか、人の往来等に要する費用の低廉化も盛り込まれたところでございます。定期船の

運賃に係る村民負担の軽減につきましては、村では、今まで東海汽船での事例をもとに島

民割引の拡大や既に制度化された村出身学生の帰省時の割引など小笠原海運と具体的な調

整を行ってきており、今後も新造船就航後の状況も見据えながら引き続き調整を行ってま

いります。その上で、ご質問にございました特別措置法において、村民の負担の軽減が盛

り込まれたことを踏まえ、特別措置法のもとで運賃の村民負担の軽減につながる新たな仕

組みを模索してまいりたいと考えております。 

  議員のご指摘の中にありましたが、奄美群島では、今回の特別措置法の改正・延長により

新たな仕組みとして交付金制度が導入され、その交付金を活用した事業として奄美群島に

係る航空路線及び定期航路の運賃の割引が実施されております。奄美と小笠原の地域事情

の違いがあり、奄美での運賃低廉化の仕組みがそのまま本村に当てはまるわけではござい

ませんが、同じ特別措置法の仕組みの中で実施されていることは大変参考になる事例であ

ると考えております。 

  村では、４年後の復帰50年を大きな契機と捉え、時を同じくする次の特別措置法の改正・

延長に反映させるべく交付金や税制特例、特区制度など、今後の小笠原諸島の振興開発に

実効性のある新たな仕組みの検討を進めてまいりますが、その検討の中で定期船の運賃に
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係る村民負担の軽減の具体的な仕組みをも模索をしてまいる所存でございます。 

  ２つ目に、旧赤間ホテルの跡地利用というご質問がございました。おかげさまで隣接地の

買収につきまして、先般の定例会でご承認をいただきました。これによって、いよいよ具

体的にあそこをどのように活用するかということが検討できる段階に入りました。９月の

定例会後、担当職員に対し、事業調整会議において検討項目とするよう指示をいたしまし

た。平成30年度までの振興開発事業として予定されております各種事業のボリュームが大

変大きく、また自然災害等に関する防災対策を考慮に入れた用地選定、財源確保等課題も

多いところではございますが、長年の課題でございました本件につきましても着実に進展

が見られるよう取り組んでまいりたいと、このように考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木幸美君） 池田 望君。 

○６番（池田 望君） 答弁のほうを今度は逆にさせてもらって、旧赤間ホテルのほうからさ

せてもらいます。今村長の答弁で納得いくところたくさんあります。すぐに何かやれとい

ってもその事業計画を立てながらやっていかなければならないので、次の振興法の中で振

興事業として何か盛り込んでいきたいなということは考えるのだろうなと、それは私もそ

う思います。ただ、もう30年以上ですかね、ずっとあそこに船が入ってくるところ、よく

目立つホテルがありまして、時々お客さんからあそこは幾らぐらいですかねとか聞かれる

んですが、泊まることはできませんよというふうなことを何度か話したことがあります。

廃墟をあのままにしておくことは防犯上、またいろいろなことのリスクを村がずっと抱え

てくるということなので、早く何かの利用をしていただきたいという願いが今回の質問で

す。 

  その中で、当時から保育園の並びで、福祉ゾーンでゾーニングをすれば高齢者の施設をど

うかとかいろいろな当時から話がありました。ただあそこに、どうやって壊すんだとか、

壊した後どうするんだとかという、どうするんだというのは壊したものをどこに持ってい

くんだとかそういう計画も立てなくてはならないということも存じておりました。これを

契機に、村長が今言われたように検討委員会の中で今庁舎内でいろいろな利用について考

えているということでありましたら、本当に村が必要であるものを必要なときにきちんと

できるように予算を確保するためにも、振興事業のメニューの中にどうやってのっけてい

くかということも一つの判断として置きながら対応していっていただきたいということで

今回その質問をさせていただきました。村長の答弁で十分でございますので、ありがとう
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ございました。 

  次に、一番最初に話しました運賃を安くしてくださいねというのは、ぶっちゃけ村民皆そ

う思っているんですよ。隣町に行くというか、例えば小笠原の村民は海運会社から大変な

補助を受けてやっていただいているので割に安いんですけれども、それでも割高なんです

よね。だから、小笠原海運にしても伊豆諸島開発にしても会社そのものは割引率は大変大

きなことをやっていただいていると思います。だから会社をどうのこうのというのは大変

酷なことだと思うし、企業が営業利益を出していくために頑張っていらっしゃるのだった

らそれはそれでどんどん頑張っていただいて、そのサービスもよくしていただいてまたお

客さんも呼んでいただきたいと思うんです。で、どうすればいいかという中で、こんな話

はあれかなと思ったんですが、交付金制度があると、奄美ではそういうふうになっている

というのになぜ小笠原ができないんだと。 

  奄美のほうでこの事業に当たる中で進めるときに、奄美群島振興開発特別措置法では奄美

群島振興交付金制度を創設しました。こういうので、制度の趣旨は、奄美群島の厳しい地

理的条件不利性を克服すべく、ソフト面を中心にみずからの責任で地域の裁量に基づく産

業振興、雇用創出のための施策を後押しする交付金として創設いたしました。この交付金

により、奄美群島の12の市町村が共同で策定した奄美群島成長戦略ビジョンの具現化を目

指しますと、これが今度の交付金の趣旨なんですね。内容からすると小笠原と何ら変わら

ないなということですよ。 

  その中に３点ありまして、奄美群島農林水産物輸送コストの支援、先ほど言いましたが、

奄美群島航路・航空運賃軽減事業、また奄美群島交流事業喚起対策、この交流事業喚起対

策というのは観光客の皆さんにも航空運賃を半額にしましょうというやつなんですね、結

構大きなことをやっているんですよ。私の調べた中ではこれに30億円当たりついているの

かな、もし違ったら訂正してほしいんですが。航路に当たっては２億円ぐらいと聞いてい

るんですよね。だから、その部分の予算の中でやられているみたいなので、そういうこと

を担当の課長が研究していただいて次の振興事業の中にこの交付金制度を奄美を見習って

創設し、また小笠原振興に役立てるんだと、こういう政策が要ると思うんですよ。 

  そういうところで、余りしゃべるとあれだから、樋口課長のほうから少し、今私の言った

ことで間違っているところもあるかもわからないから、そういう流れの中でこれからどう

やっていきたいかということを、勉強していくならしていくで答えていただきたいなと、

よろしくお願いします。 
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○議長（佐々木幸美君） 総務課企画政策室長、樋口君。 

○総務課企画政策室長（樋口 博君） 今池田議員から奄美群島の振興交付金についていろい

ろご説明いただきました。私のほうでも法律制定後、奄美群島の交付金の仕組み、それか

ら沖縄振興特別措置法の交付金の仕組み、そのあたりは今随時調べているところでござい

ます。奄美につきましては、池田議員がお調べになってご説明していただいたとおりの仕

組みでございまして、奄美の振興交付金では16種24事業を交付金を使って事業展開を図っ

ていると。平成26年度の交付金の額としましては21億3,000万円という金額になっておりま

す。そのうちの２億円、３億円が交通運賃の負担軽減に活用されているという状況でござ

います。 

  村長の答弁にもありましたとおり、同じ特別措置法のもとで交付金という形、交付金につ

きましては奄美だけではなく沖縄もそうですし、離島振興法の中でも交付金制度は導入さ

れております。タイミングと地域事情の違いで今回の法改正の中では小笠原は導入されま

せんでしたが、次の法延長の中で、今担当課としては交付金を前提としながら運賃低減以

外の事業もどんな事業にどんな形で使えるかどうか、それから地域性の違いで小笠原独自

の事業展開もその交付金の中でどういう形でできるかどうか、そういったことをこれから

検討しつつ、次の法改正の中においてはその仕組みを反映させるべく努力をしてまいりた

いというふうに考えております。 

○議長（佐々木幸美君） 池田 望君。 

○６番（池田 望君） ありがとうございます。 

  東京都のほうもなぜこれを、私なぜこの質問を出したかというと、振興事業の中の東京都

の振興計画が、先ほどちょっと話しましたが、その中に今後５年間の取り組みの、取り組

みという括弧書きの中に、定期航路の旅客運賃及び産業振興を支える貨物運賃については、

住民生活の安定や観光産業の活性化に言及するため、運賃の低廉化に向け運航事業者等へ

の支援策の導入について関係機関と調整する。だから、運航会社に支援をしていくという

ような部分が文章で出ております。この取り組みの中でそういうふうなことを話し合って

いくということになっておりますので、ぜひそういう交付金制度の中でその運航会社の支

援、なおかつそれが村民に寄与するという方向でぜひ進めてほしいんですよ。 

  ただ、この文章の中で見ていると、書いてあるけれどもどう取り組むかは全然書いていな

いんですよ。ですから、大変思っているけれどもやるかやらないかというところでいくと、

やらない部類に入るくらいの文章だと僕は見ているので、ここはやっぱり村のほうから、
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振興計画の中で一応うたってあるんですから、調整なりどうやって次に持っていくかとい

うことについてやっぱり今から努力していただきたい、このように思いますので、よろし

くお願いします。 

  以上です。 

○議長（佐々木幸美君） よろしいですか。 

○６番（池田 望君） はい。 

───────────────────────────────────────────────── 

          ◇ 稲 垣   勇 君 

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） ７番、稲垣 勇です。 

  １点、よろしくお願いします。母島の金融状況についてでございます。 

  小笠原の農業協同組合は、平成13年に東京都の島しょ地区と合併し東京島しょ農業協同組

合として設立され現在に至っております。ところが、平成26年６月に開催された総代会に

おいて、信用事業はＪＡバンク都信連に譲渡することが決定しました。さらには、各支店

の一部廃止なども検討していると聞いており、島内でも一部の島民、組合員から心配の声

が出ています。 

  特に、母島における信用事業は唯一の金融機関である東京島しょ農業協同組合がＪＡバン

ク及び簡易郵便事業の役割を果たしてきたと思いますが、こうした状況の中で、母島の金

融状況の現状と今後について村ではどのように考えているのかお聞かせください。よろし

くお願いします。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 稲垣議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  東京島しょ農業協同組合、いわゆる島しょ農協の信用事業譲渡につきましては、現在、全

国規模で展開をしている農協改革の一環であり、ＪＡバンク都信連をはじめとする各関係

機関との協議の上、判断されたことと認識はしております。 

  しかしながら、この譲渡により派生する可能性のある簡易郵便事業等の諸課題につきまし

ては、島しょ農協内に有している一つの事業ということにとどまらず、地元母島島民の安

心した生活に対する影響ということも懸念されることから、私自身、島しょ農協の上部団

体である農林中央金庫に直接出向いたところでございます。そこに都信連並びにＪＡ島し

ょの方も同席をいただきまして、その結果、私が期待している方向性について確認ができ
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たとともに、農林中央金庫主導によるスピード感を持った対応を促すことができたのでは

ないかと感じているところでございます。 

  私どもが今回の問題を耳にしてからどのような行動をしてきたか、これらの経緯につきま

して支所長に説明をさせます。その上でご審議をいただければと思います。よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（佐々木幸美君） 母島支所長、湯村君。 

○母島支所長（湯村義夫君） 稲垣議員のご質問に答弁させていただきます。 

  ご承知のように、昭和43年に小笠原諸島が返還され、母島においても昭和47年に帰島がか

ない、その後、島民が一丸となって生活基盤等を整備してきたところでございます。この

間、小笠原島農業協同組合は、母島における唯一の金融機関としてその役割を担ってきた

のだと考えております。 

  この小笠原島農業協同組合は、昭和48年４月１日に開設され、翌年の昭和49年４月１日に

は農協における信用事業及び簡易郵便事業が開始されたところでございます。その後、平

成13年４月１日に伊豆諸島と小笠原諸島の農協合併に伴い、東京島しょ農業協同組合、島

しょ農協が設立され、小笠原父島支店及び母島店として発足し現在に至っているところで

ございます。また、母島におけます簡易郵便事業につきましては、直営による郵便局への

格上げを村から要望してきたところでございます。 

  さて、母島における金融関係の現状と今後についてでございますが、この10月に日本郵便

株式会社より村に対し報告・相談があり、本年６月に開催された島しょ農協第13回総代会

において、信用事業を上部団体のＪＡバンク都信連に譲渡することが決まったため、島し

ょ農協が簡易郵便事業を継続して行うためには、改めて再申請をし、銀行代理業の許可を

取得しなければならないということ、そしてそのためには時間的制約があることから、今

後は島しょ農協だけを対象とするのではなく、一般公募をはじめとする他の方法について

も考えていきたいという内容でございました。 

  母島での簡易郵便事業における信用事業は、島民にとって安定した生活をする上で必要不

可欠であり、万が一にでも空白期間が生じるようなことがあってはなりません。村として

はその真意を確かめるべく、10月18日に副村長及び母島支所長である私が八丈島の島しょ

農協本店に赴き、信用事業にかかわる意向について確認をしてまいりました。島しょ農協

としては、簡易郵便事業の受託の継続を強く望んでいるが、上部組織の農林中央金庫及び

ＪＡバンク都信連から農協法に抵触するため、現状では継続できない旨指導されていると
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のことでございました。 

  村としては、島しょ農協以外の簡易郵便事業の受託者を探すという選択肢もございますが、

既に事務所も整備され、教育を受けた経験豊富な職員を有しているということや母島島内

で長年積み上げてきた安定した雇用形態の維持という観点、また安定した島民へのサービ

スの提供等を考慮したとき、島しょ農協が平成28年４月以降も引き続き受託することが妥

当であるとの判断から、11月25日に村長が島しょ農協の監査室長とともに、農林中央金庫

及びＪＡバンク都信連に対し継続して簡易郵便事業を受託することができるよう申し入れ

をするとともに、そのための方策はないか確認させていただいたところでございます。話

し合いの中では、母島の事情をご理解いただくとともに、同様なケースが日本全国にもあ

ることから、既に監督官庁である農林水産省に対し信用事業を譲渡した後でも簡易郵便事

業を継続できるよう農協法の法改正を求めているとの報告を受けたところでございます。

今後も情勢を見きわめながら関係機関に対し働きかけを行っていく所存でございます。 

  一方、島しょ農協自体が有している信用事業のＪＡバンク都信連への譲渡につきましては、

全国規模で展開している経営改善化策だと認識しておりますが、今現在、当議会でご報告

できるような具体的な情報は得ておりません。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） 現状は今村長と支所長から説明があったとおりだと思います。母島簡

易郵便事業は先ほど説明があったように、村からも直営による郵便事業の運営、さらに格

上げを要望していたにもかかわらず、経営改善計画という名のもとにゆゆしき問題に発展

しかねない状況に置かれています。このことが島民の不安につながっているんだろうと思

います。私自身も承知しているところでございますが、また島しょ農協が簡易郵便事業を

継続して受託したいという強い思いがあるにもかかわらず、上部団体が法律論のみで否定

的な考え方をずっと今まで、これは最初から簡易郵便事業を小笠原農協の時代から早く同

じ信用事業なのでやめなさいという指導を受けてきていたのも私自身農協の役員をやって

いましたのでそういう指導を受けた経緯はありますけれども、母島の実情を説明して何と

か現在まで続けてきた経緯があります。 

  そこで村長が今回直接上部団体である農林中央金庫に出向いていただき、答弁にあったよ

うな一定の方向性を持った内容の答えをいただいて今報告があったわけですけれども、上

部団体の考え方を表出しにして今後の成果につなげていっていただきたいと思っています。
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しかしながら、まだ解決しなければならないこともたくさんあります。今回の村長の活動

がより意義のあるものとするには、今後も情報収集に努め、状況によってはさらなる活動

も必要だろうと思います。 

  私自身も上京するたびに東京都の産業労働局に行きまして、組合指導係の課長や部長等と

もいろいろ相談してきまして、議員として確かな情報を得ておかないと島民に説明するこ

とができないので、きちんとした正しい情報をくださいということで何回もこのことにつ

いて伺ってきた経緯があります。しかし、これからもまだこれが解決したわけではありま

せんので、村とともに私自身も情報収集に努めていきますけれども、さらに村としても情

報収集、いい方向で母島の金融事業が安定した形で今後もいくよう努めていっていただき

たいと思いますけれども、最後に村長の考えを聞かせてください。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 全く稲垣議員のおっしゃったとおりです。格上げを望んでいたのに現

状さえ危ないというこの話をいただいたとき、一体どうなっているんだと率直に思いまし

た。ユニバーサルサービスを行っている事業者の矜持とか責任というのはどうなっている

んだというのが率直な思いでございました。 

  早速八丈島のＪＡの本店に副村長と支所長に赴いてもらって事情を聞いたんですが、それ

から小一カ月たってもなかなかきちんとした話が聞けませんので、11月25日、支所長を伴

って私が伺ったということでございます。一定の方向性ということでは、やっていきたい

ということはいただきましたので、議員からご指摘がありましたように、今後のことは情

報をきちんと把握するとともに、今の形でＪＡ島しょにやっていただくのが一番いいと思

っていますので、そのことが継続してかなうように私も努力をしますので、またご協力の

ほどよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（佐々木幸美君） 以上で一般質問は終了いたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（佐々木幸美君） お諮りします。 

  本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認め、本日の会議を終了します。 

  次回は明日12月11日午後３時30分より会議を開きます。 
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  本日はこれにて散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

（午前１１時８分） 
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平 成 ２ ６ 年 第 ４ 回 小 笠 原 村 議 会 定 例 会 会 議 録  
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           条例（専決処分） 
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追加日程 

第 １ 発議第 ９号 津波観測機器と震度計の設置を求める意見書（案） 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（佐々木幸美君） これより本日の会議を開きます。 

（午後３時３０分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎会議時間の延長 

○議長（佐々木幸美君） この際、あらかじめ会議時間の延長をしておきます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎報告第１５号から報告第１８号までの上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） これより本日の日程に入ります。 

  日程第１、報告第15号から日程第４、報告第18号までの報告４件を一括議題といたします。

これにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認め、報告４件を一括議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 報告第15号から第18号までを一括して提出させていただきます。 

  報告第15号は議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

（専決処分）、報告第16号は特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例（専決処分）、報告第17号は小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及

び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例（専決処分）、報告第18号は職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例（専決処分）でございます。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、渋谷君。 

○総務課長（渋谷正昭君） それでは、２ページをお開きください。 

  専決処分書。 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、議会の議決すべき事件

について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認

め、次のとおり専決処分する。 
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  議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。 

  平成26年11月13日。小笠原村長、森下一男。 

  失礼しました、こちらが報告第15号でございます。 

  専決処分理由につきましては、報告第15号から第18号まで全て同じでございますので、最

後に読み上げさせていただきます。 

  次に、６ページをお開きください。 

  専決処分書。 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、議会の議決すべき事件

について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認

め、次のとおり専決処分する。 

  特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例。 

  平成26年11月13日。小笠原村長、森下一男。 

  次に、11ページでございます。 

  専決処分書。 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、議会の議決すべき事件

について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認

め、次のとおり専決処分する。 

  小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条

例。 

  平成26年11月13日。小笠原村長、森下一男。 

  次に、14ページをお開きください。 

  専決処分書。 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、議会の議決すべき事件

について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認

め、次のとおり専決処分する。 

  職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例。 

  平成26年11月13日。小笠原村長、森下一男。 

  報告第15号から第18号の専決処分理由でございますが、人事院の給与改定に関する勧告に

基づく国家公務員給与の改正に準じ、村職員ほか議会、特別職、教育長でございますが、

に係る規定を改正する必要が生じたが、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかで
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あると認め、専決処分するものであるということで、説明につきましては、要約して改正

の概要で説明をさせていただきます。 

  まず、報告第15号から第17号は、期末手当の改正でございまして、平成26年12月期の支給

から0.15カ月分引き上げるということで、その処理に必要なことから専決をさせていただ

きました。 

  また、報告第18号につきましては、給与表の改定ということで、こちらは平成26年４月１

日から遡及適用し、平均0.3％の引き上げでございます。 

  また、初任給調整手当の引き上げ、こちらも平成26年４月１日遡及適用で、医師、歯科医

師に支給する初任給調整手当の上限額を1,300円引き上げております。 

  次に、通勤手当の改正で、こちらも平成26年４月１日遡及適用で、交通用具使用者に対す

る通勤手当の月額を使用距離の区分に応じそれぞれ100円から2,600円までの幅で引き上げ

ております。 

  次に、勤勉手当の改正でございますが、こちらは平成26年12月期の手当からの改正で、

0.15月分引き上げで、再任用職員については0.05月分引き上げでございます。 

  次に、平成27年３月31日までの昇給幅の抑制ということで、標準昇給数、通常「４」でご

ざいますが、それを「３」にするというものでございます。 

  概要について説明させていただきました。 

  報告は以上でございます。 

○議長（佐々木幸美君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。報告第15

号から報告第18号までの報告４件を一括して採決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 

  報告第15号から報告第18号までに賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 
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○議長（佐々木幸美君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり承認されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎報告第１９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 次に、日程第５、報告第19号を議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 報告第19号 平成26年度小笠原村一般会計補正予算（第３号）（専決

処分）。 

  上記の報告を承認されたい。 

  平成26年12月10日。小笠原村長、森下一男。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（佐々木幸美君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） ご説明いたします。 

  73ページをお開きください。 

  専決処分書。 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、議会の議決すべき事件

について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認

め、次のとおり専決処分する。 

  平成26年度小笠原村一般会計補正予算（第３号）（別紙）。 

  平成26年11月21日。小笠原村長、森下一男。 

  専決処分理由。 

  衆議院議員選挙の執行のため、予算の増額の必要性が生じたが、議会を招集する時間的余

裕がないことが明らかであると認め、専決処分するものである。 

  続きまして、75ページをお開きください。 

  平成26年度小笠原村一般会計補正予算、予算総則。 

  平成26年度小笠原村一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ421万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ
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れぞれ40億7,884万円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成26年11月21日。小笠原村長、森下一男。 

  76ページをお開きください。 

  第１表、歳入歳出予算補正。次の77ページが歳出で、こちらは款項ごとの補正内訳でござ

います。 

  説明につきましては、別冊の予算説明書のほうで説明をさせていただきたいと存じます。 

  平成26年度小笠原村一般会計補正予算説明書（第３号）でございます。 

  ２ページ目、お開きください。 

  第１、歳入歳出予算補正。左側の２ページが歳入、右側の３ページが歳出の総括でござい

ます。 

  次の４ページ、５ページをお開きください。 

  歳入でございます。款項目を読み上げました上で、節の計上説明をさせていただきます。 

  都支出金、都委託金、総務費都委託金、衆議院議員選挙費の421万3,000円につきましては、

衆議院議員選挙費都委託金を計上したものでございます。 

  歳入合計、既定額40億7,462万7,000円、補正額421万3,000円、計40億7,884万円でござい

ます。 

  続きまして、６ページ、７ページをお開きください。 

  歳出でございます。歳入と同様の説明をさせていただきます。 

  総務費、選挙費、衆議院議員選挙費、報酬の19万4,000円、職員手当等194万4,000円、旅

費17万7,000円、需用費26万1,000円、役務費19万7,000円、委託料15万4,000円、使用料及

び賃借料35万7,000円、工事請負費92万9,000円、８節の合計421万3,000円、こちらは委員

報酬、職員人件費、選挙事務費を計上したものでございます。 

  歳出合計、既定額40億7,462万7,000円、補正額421万3,000円、計40億7,884万円。 

  説明につきましては以上でございます。 

  ご承認のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（佐々木幸美君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 
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○議長（佐々木幸美君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご

異議ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 

  報告第19号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（佐々木幸美君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり承認されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第６２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第６、議案第62号を議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 議案第62号 小笠原村職員定数条例の一部を改正する条例（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成26年12月10日。小笠原村長、森下一男。 

  環境政策の推進及び保育園の運営体制の整備を図るため、職員定数を２名増員する必要が

あるためでございます。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、渋谷君。 

○総務課長（渋谷正昭君） ３ページをお開きください。 

  小笠原村職員定数条例の一部を改正する条例（案）。 

  小笠原村職員定数条例（昭和50年条例第11号）の一部を次のように改正する。 

  第１条第１項第１号中「117人」を「119人」に改め、同項中「122人」を「124人」に改め、

同条第２項中「、結核休養」を削り、同条第３項中「 結核休養」を削る。 

  附則。 



－３６－ 

  （施行期日） 

  この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

  この改正の中で結核休養に関しましては、前回条例改正を行った中で改正漏れがございま

したので、加えさせていただいております。 

  新旧対照表を次のページに提示しております。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（佐々木幸美君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご

異議ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 

  議案第62号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（佐々木幸美君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第６３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第７、議案第63号を議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 議案第63号 小笠原村役場組織条例の一部を改正する条例（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成26年12月10日。小笠原村長、森下一男。 

  環境政策の推進を図るために環境課を新設する必要が生じたためでございます。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 



－３７－ 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、渋谷君。 

○総務課長（渋谷正昭君） ６ページをお開きください。 

  小笠原村役場組織条例の一部を改正する条例（案）。 

  小笠原村役場組織条例（昭和45年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第158条第７項」を「第158条第１項」に改める。 

  第２条、産業観光課の段落の次に次の段落を加える。 

  環境課。 

  第３条、総務課の段落中第５号を削り、第６号を第５号とし、同条産業観光課の段落の次

に次の段落を加える。 

  環境課（１）環境保全に関すること。 

  附則。 

  この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

  新旧対照表を７ページから９ページに提示しております。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（佐々木幸美君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

  池田 望君。 

○６番（池田 望君） ９月の定例会でも少しお話を伺っておりました。実際もう条例も改正

してスタートしようということなんですが、環境課の所管する業務を教えていただけます

か。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、渋谷君。 

○総務課長（渋谷正昭君） 今回の改正の中にもありますが、現在総務課、特に企画政策室の

中で抱えております世界遺産の登録に絡んで出てきましたさまざまな業務、どちらかとい

うと実務的な業務が増えてまいりましたので、１つの課に独立させて担わせたいというふ

うに思っております。 

○議長（佐々木幸美君） 池田 望君。 

○６番（池田 望君） そうすると、塵芥処理だとかそういうやつは環境課のほうに一くくり

にするということではないんですか。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、渋谷君。 



－３８－ 

○総務課長（渋谷正昭君） 来年度の環境課のスタートの時点での検討の中には入りましたが、

所管している建設水道課等とも相談をし、今抱えている課題をある程度もう少し今の建設

水道課の中でめどをつけてからという、再度検討しようということになっております。 

○議長（佐々木幸美君） ほかにございませんか。 

          （挙手する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご

異議ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 

  議案第63号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（佐々木幸美君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第６４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第８、議案第64号を議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 議案第64号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成26年12月10日。小笠原村長、森下一男。 

  人事院勧告に基づく国家公務員給与の改正に準じ、村議会議員の期末手当に係る規定を改

正する必要が生じたためのものでございます。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、渋谷君。 



－３９－ 

○総務課長（渋谷正昭君） 11ページをお開きください。 

  議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

  議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和54年条例第７号）の一部を次の

ように改正する。 

  第４条第２項中「100分の140」を「100分の147.5」に、「100分の170」を「100分の

162.5」に改める。 

  附則。 

  この条例は、平成27年４月１日から施行するという内容でございまして、先ほどの専決で

今年度につきましては12月分を0.15月分引き上げましたが、人事院勧告の中でそれを来年

度は６月分と12月分でそれぞれ0.075ずつに振り分けるということになっております。した

がいまして、６月分の100分の140に100分の7.5を加え、12月分の100分の170から100分の

7.5を引いた数字に改めるというものでございます。 

  次の12ページに新旧対照表を提示しております。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（佐々木幸美君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご

異議ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 

  議案第64号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（佐々木幸美君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第６５号の上程、説明、質疑、討論、採決 



－４０－ 

○議長（佐々木幸美君） 日程第９、議案第65号を議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 議案第65号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成26年12月10日。小笠原村長、森下一男。 

  人事院勧告に基づく国家公務員給与の改正に準じ、村特別職の期末手当に係る規定を改正

する必要が生じたためのものでございます。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、渋谷君。 

○総務課長（渋谷正昭君） 14ページをお開きください。 

  特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

  特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭和54年条例第６号）の一部を

次のように改正する。 

  第４条第１項ただし書き中「100分の140、」を「100分の147.5、」に、「100分の170」を

「100分の162.5」に改める。 

  附則。 

  この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

  内容としては先ほどの議員の内容と同じでございます。 

  次の15ページに新旧対照表を提示しております。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（佐々木幸美君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご



－４１－ 

異議ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 

  議案第65号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（佐々木幸美君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第６６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第10、議案第66号を議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 議案第66号 小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等

に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成26年12月10日。小笠原村長、森下一男。 

  人事院勧告に基づく国家公務員給与の改正に準じ、村教育委員会教育長の期末手当に係る

規定を改正する必要が生じたためのものでございます。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、渋谷君。 

○総務課長（渋谷正昭君） 17ページをお開きください。 

  小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条

例（案）。 

  小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例（昭和54年条例第11

号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項ただし書き中「100分の140、」を「100分の147.5、」に、「100分の170」を

「100分の162.5」に改める。 

  附則。 

  この条例は、平成27年４月１日から施行する。 
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  内容は議案第65号と同じでございます。 

  18ページに新旧対照表を提示しております。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（佐々木幸美君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご

異議ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 

  議案第66号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（佐々木幸美君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第６７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第11、議案第67号を議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 議案第67号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成26年12月10日。小笠原村長、森下一男。 

  人事院勧告に基づく国家公務員給与の改正に準じ、村職員の給与に係る規定を改正する必

要が生じたためのものでございます。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、渋谷君。 



－４３－ 

○総務課長（渋谷正昭君） この条例につきましては、20ページから43ページまで長文にわた

るため、議案の説明資料により概要を説明させていただきたいと思います。 

  先ほどの専決処分とあわせて今回の一連の職員の給与改定が行われておりますが、小笠原

村では人事院勧告によって改正された国の給与に準じているということでそれに合わせて

の改正でございますが、人事院では給与制度の総合的な見直しを行いまして、専決処分の

今年度につきましては給与をアップさせておりますが、来年度にわたっての今回の勧告ま

た国の改正になっておりまして、来年度においては給与表を下げまして、日本全体の地域

の中での地域手当で上げ下げをするというような内容になっております。 

  したがいまして、来年度からの給与改正のこの条例案につきましては、給与表の改正で平

均２％の引き下げになっております。 

  また、管理職特別勤務手当の支給区分の追加というのがございまして、休日等以外の日に

おいて臨時または緊急に必要により勤務時間外に勤務した場合の支給区分というのが１回

当たり3,500円というのが設定されます。こちらは災害等での出動、出勤で深夜から早朝に

わたる場合が具体的に支給される対象になる予定でございます。 

  また、地域手当の改正ということで、小笠原で該当するのは東京連絡事務所勤務に当たる

職員については地域手当の率の引き下げというのが行われます。18％から20％となります。

また、小笠原の職員につきましては地域手当の対象となっておりませんので、給与の引き

下げということになります。 

  次に、単身赴任手当の改正ということで、単身赴任手当の支給対象に再任用職員を加える

ということ、また単身赴任手当の基礎額及び加算額の引き上げということで、単身赴任手

当基礎額を「２万3,000円」から「３万円」に、加算額上限が「４万5,000円」から「７万

円」となっております。こちらにつきましては現状支給対象者はおりません。 

  勤勉手当の改正でございますが、こちらにつきましては先ほどの前の議案と同じで0.15月

分を６月と12月にそれぞれ0.075に振り分けるというものでございます。 

  あわせて、今回の改正に沿って過去の条ずれなどの整理をさせていただいております。 

  改正としましては、平成27年４月１日からの施行となっております。 

  説明については以上でございます。 

  新旧対照表が44ページから76ページまで提示しております。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（佐々木幸美君） これより質疑に入ります。 
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  質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご

異議ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 

  議案第67号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（佐々木幸美君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第６８号及び議案第６９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第12、議案第68号から日程第13、議案第69号までの議案２件を

一括議題といたします。これにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認め、議案２件を一括議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 議案第68号から第69号までを一括して提出させていただきます。 

  議案第68号は小笠原村防災会議条例の一部を改正する条例（案）、議案第69号は小笠原村

災害対策本部条例の一部を改正する条例（案）でございます。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、渋谷君。 

○総務課長（渋谷正昭君） それでは、78ページをまずお開きください。 

  小笠原村防災会議条例の一部を改正する条例（案）。 

  小笠原村防災会議条例（平成７年条例第５号）の一部を次のように改正する。 
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  第２条各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同条第２号を次のように改める。 

  （２）村長の諮問に応じて村の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

  第２条第３号中「前各号」を「前３号」に改め、同号を同条第４号とし、同条第２号の次

に次の１号を加える。 

  （３）前号に規定する重要事項に関し、村長に意見を述べること。 

  第３条第５項に次の１号を加える。 

  （８）輸送通信等災害応急活動にあたり、小笠原村において、重要な役割を有する公益事

業を営む公社会社等の役員又は職員。 

  附則。 

  この条例は、公布の日から施行する。 

  前段の改正については災害対策基本法の改正に伴うもので、追加の３条８号の部分につき

ましては、防災会議のメンバーに入っております小笠原海運の方の選出根拠として今まで

きちんと整備されておりませんでしたので、新たに加えたものでございます。 

  次に、81ページをお開きください。 

  小笠原村災害対策本部条例の一部を改正する条例（案）。 

  小笠原村災害対策本部条例（昭和60年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第23条第６項」を「第23条の２第８項」に改める。 

  附則。 

  この条例は、公布の日から施行する。 

  それぞれ79ページ、82ページに新旧対照表を提示しております。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（佐々木幸美君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。議案第68

号から議案第69号までの議案２件を一括して採決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 
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○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 

  議案第68号から議案第69号までの賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（佐々木幸美君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第７０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第14、議案第70号を議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 議案第70号 小笠原村国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成26年12月10日。小笠原村長、森下一男。 

  健康保険法施行令（大正15年勅令第243号）等の一部改正に伴い、関係条文を改正する必

要が生じたためのものでございます。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、渋谷君。 

○総務課長（渋谷正昭君） 84ページをお開きください。 

  小笠原村国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）。 

  小笠原村国民健康保険条例（昭和43年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「39万円」を「40万4,000円」に、「３万円」を「１万6,000円」に改める。 

  附則。 

  第１条、この条例は、平成27年１月１日から施行する。 

  第２条、改正後の小笠原村国民健康保険条例の規定は、施行日以降に出産した場合に適用

し、施行日以前に出産した被保険者に係る出産一時金の額については、なお従前の例によ

る。 

  新旧対照表を85ページに提示しております。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（佐々木幸美君） これより質疑に入ります。 
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  質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご

異議ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 

  議案第70号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（佐々木幸美君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第７１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第15、議案第71号を議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 議案第71号 平成26年度小笠原村一般会計補正予算（第４号）（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成26年12月10日。小笠原村長、森下一男。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（佐々木幸美君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） ご説明いたします。 

  88ページをお開きください。 

  平成26年度小笠原村一般会計補正予算、予算総則。 

  平成26年度小笠原村一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ4,316万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を
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それぞれ41億2,200万1,000円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成26年12月10日。小笠原村長、森下一男。 

  89ページをお開きください。 

  第１表、歳入歳出予算補正、歳入の款項ごとの補正内訳でございます。 

  次ページ、91ページから92ページにかけまして歳出の補正内訳がございます。 

  説明につきましては、予算説明書の中でさせていただきます。 

  恐れ入ります、先ほどの専決と同様に、説明書のほうは別冊でご用意させていただいてお

ります。予算説明書のほうをご覧ください。 

  １ページでございます。 

  平成26年度小笠原村一般会計補正予算説明書（第４号）でございます。 

  次の２ページ、３ページが款別の補正内訳となってございます。２ページが歳入、３ペー

ジが歳出でございます。 

  次の４ページ、５ページをお開きください。 

  歳入歳出とも款項目を読み上げました上で、節の計上説明をさせていただきます。 

  まず歳入でございます。 

  国有提供施設等所在市町村助成交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、国有提供

施設等所在市町村助成交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金のマイナス259万

3,000円につきましては、国有提供施設等所在市町村助成交付金の減額分を計上したもので

ございます。 

  項、施設等所在市町村調整交付金、施設等所在市町村調整交付金、施設等所在市町村調整

交付金の113万6,000円につきましては、施設等所在市町村調整交付金増額分を計上したも

のでございます。 

  使用料及び手数料、使用料、民生使用料、保育料の95万5,000円につきましては、父島保

育園の保育料増額分を計上したものでございます。 

  国庫支出金、国庫負担金、衛生費国庫負担金、母子衛生費の40万円につきましては、母子

衛生費等国庫負担金、内容は養育医療のものでございます。こちらの増額分を計上したも

のでございます。 

  項、国庫補助金、総務費国庫補助金、特定防衛施設周辺整備調整交付金の1,046万円につ
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きましては、特定防衛施設周辺整備調整交付金増額分を計上したものでございます。 

  目、民生費国庫補助金、年金生活者支援給付金の26万円につきましては、年金生活者の支

援給付金の支給に関する法律、こちらは来年度10月１日に施行となるものでございますけ

れども、その準備に係る事務費として26万円を計上したものでございます。 

  都支出金、都負担金、衛生費都負担金、母子衛生費の20万円につきましては、母子衛生費

等都負担金、養育医療の都の負担金の部分でございます。こちらの増額分を計上したもの

でございます。 

  項、都補助金、総務費都補助金、市町村総合交付金の3,304万8,000円につきましては、市

町村総合交付金増額分を計上したものでございます。 

  項、都委託金、総務費都委託金、統計調査費の５万2,000円につきましては、来年平成27

年が国勢調査の年になります。今年度平成26年度におきましては調査区の設定をするため

の事務経費をいただくためにこの５万2,000円を計上したものでございます。 

  目、衛生費都委託金、環境衛生費の249万9,000円につきましては、海岸漂着物等対策費都

委託金を計上したものでございます。 

  諸収入、雑入、雑入、雑入のマイナス325万6,000円につきましては、内訳といたしまして

は、今年度当初予定してございました沖ノ鳥島視察事業中止に伴いまして参加者から参加

費としていただく予定をしておりました負担金426万円を減額したものでございます。 

  恐れ入りますが、次のページ、６、７ページをお開きください。 

  また、平成25年度の心身障害者の医療費の助成制度の扶助費の返還金として4,000円、ま

た、1964年東京オリンピック・パラリンピック50周年記念事業費の助成金といたしまして

100万円を計上させていただいております。 

  歳入合計、既定額40億7,884万円、補正額4,316万1,000円、計41億2,200万1,000円。 

  歳入につきましては以上でございます。 

  続きまして、８ページ、９ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  議会費、議会費、報酬の25万円につきましては、議員等報酬の増額分を計上したものでご

ざいます。給料の２万1,000円、職員手当等の12万5,000円、共済費の２万7,000円、負担金

補助及び交付金の4,000円、４節の計17万7,000円につきましては、一般職人件費の増額分

を計上したものでございます。 

  総務費、総務管理費、一般管理費、給料の67万7,000円、職員手当等の462万5,000円、共
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済費の94万2,000円、一つ飛びまして負担金補助及び交付金の57万6,000円、こちらの４節

の計682万円につきましては、特別職及び一般職の人件費増額分を計上したものでございま

す。 

  需用費の108万8,000円、こちらの内訳につきましては、庁舎管理の増額分とございますの

は、値上げが実施されております電気代の不足分、庁舎、それから次のテレビ事業でござ

いますけれども、父島・母島のテレビ局舎、それぞれ電気代といたしまして56万3,000円、

52万5,000円を増額計上させていただいたものでございます。 

  目、文書広報費、工事請負費の219万2,000円につきましては、母島静沢分譲地の波止場か

ら参りますと手前側の入り口側でございますけれども、掲示板がございます。この掲示板

は老朽化によりかなり傷んでございます。こちらの役場前、母島の支所前にございますＬ

ＥＤの掲示板と交換をするための経費を計上させていただいております。 

  目、企画費、報酬のマイナス10万4,000円、旅費のマイナス14万円、需用費のマイナス130

万7,000円、役務費のマイナス12万6,000円、委託料のマイナス75万6,000円、使用料及び賃

借料のマイナス1,914万6,000円、６節の計マイナス2,157万9,000円につきましては、沖ノ

鳥島の視察事業中止に伴う減額分を計上させていただいております。 

  続きまして、目、支所費につきましては、市町村総合交付金減額に伴いまして財源更正を

させていただいております。 

  歳入の中で、総合交付金につきましては3,300万円ほどの増額補正をいたしております。

総合交付金は当初予算におきまして事業等に合わせた予定として財源を充て込んでござい

ます。現時点で事業の執行状況に合わせて総合交付金を整理したものもございます関係で、

この後まだ幾つか出てまいりますけれども、科目のみで市町村総合交付金の増減をもとに

財源更正をさせていただいております科目がこの後も幾つか出てございますので、よろし

くお願いをいたします。 

  目、防災諸費、こちらは市町村総合交付金減額に伴いまして財源更正をさせていただいて

おります。 

  続きまして、10ページ、11ページをお開きください。 

  目、情報センター運営費、需用費73万2,000円につきましては、こちらも情報センターの

電気代の増額分を計上させていただいたものでございます。 

  目、バス事業費、こちらは総合交付金マイナスに伴いまして財源更正。 

  続きまして、項、徴税費、賦課徴収費につきましては、市町村総合交付金減額に伴いまし
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て財源更正をいたしております。 

  項、戸籍住民基本台帳費、戸籍住民基本台帳費、委託料の156万3,000円につきましては、

総合行政システム経費の増額分、住基ネットのバージョンアップに要する経費といたしま

して156万3,000円を計上させていただいております。 

  項、統計調査費、統計調査総務費、旅費の５万2,000円につきましては、先ほど歳入でも

出てまいりました国勢調査の事務経費増額分を計上させていただいております。 

  民生費、社会福祉費、社会福祉総務費につきましては、総合交付金減額に伴いまして財源

更正。 

  次の目、村民会館管理費、こちらは市町村総合交付金増額に伴いまして財源更正をさせて

いただいております。 

  目、地域福祉センター管理費、需用費の120万円につきましては、福祉センターの電気、

水道等増額分を計上させていただいております。 

  目、有料老人ホーム運営費、給料23万3,000円、職員手当等42万3,000円、共済費22万

3,000円、次のページお開きください。負担金補助及び交付金の３万2,000円、４節の合計

91万1,000円につきましては、一般職員人件費増額分を計上させていただいております。 

  続きまして、目、国民健康保険費、繰出金の2,335万7,000円につきましては、国民健康保

険特別会計への繰出金を計上させていただいております。 

  次、目、介護保険費、繰出金の５万8,000円につきましては、介護保険（介護サービス事

業勘定）への繰出金増額分を計上させていただいております。 

  目、母島高齢者在宅サービスセンター管理費、工事請負費の62万7,000円につきましては、

母島の高齢者在宅サービスセンターのトイレに手すりを設置するための経費を計上させて

いただいております。 

  項、児童福祉費、保育所費の給料８万7,000円、職員手当等36万7,000円、共済費８万

9,000円、一つ飛びまして負担金補助及び交付金の１万7,000円、この４節の計56万円につ

きましては、一般職員の人件費の増額分を計上させていただいております。 

  需用費の133万円につきましては、電気、水道また今年度給食に使用いたします食材費、

こちらのほうが高騰をした時期がございます関係で園児への給食費にもあわせまして今回

電気、水道、給食費で133万円の増額計上をさせていただいております。 

  へき地保育所運営費、給料５万3,000円、職員手当等19万円、共済費４万8,000円、負担金

補助及び交付金8,000円、４節の計29万9,000円につきましては、一般職員人件費増額分を
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計上したものでございます。 

  項、国民年金費、国民年金事務取扱費、委託料の26万円につきましては、国民年金事務費、

こちら先ほど歳入のほうでも説明をさせていただいております平成27年10月１日制度施行

に先駆けましてシステムのバージョンアップをするための経費を計上させていただいてお

ります。 

  衛生費、保健衛生費、母子衛生費、扶助費の80万円につきましては、養育医療の給付事業

費増額分を計上させていただいております。 

  次の14ページ、15ページをお開きください。 

  目、シロアリ対策費、委託料の298万4,000円、こちらにつきましてはシロアリ対策事業費、

母島の対策を重点的に実施していることもございまして今年度経費に不足が生じてござい

ます。298万4,000円増額計上をさせていただいております。 

  続きまして、目、墓園費、こちらは市町村総合交付金マイナスに伴いまして財源更正をさ

せていただいております。 

  目、火葬場管理費、工事請負費の11万6,000円につきましては、父島の火葬場の非常用の

自家発バッテリー、使用期限切れに伴いまして更新をさせていただくため計上をさせてい

ただいております。 

  目、診療所運営費、給料40万2,000円、職員手当等126万8,000円、共済費36万4,000円、負

担金補助及び交付金７万円、４節210万4,000円につきましては、一般職人件費の増額分を

計上させていただいております。 

  項、清掃費、塵芥処理費、需用費の103万6,000円、役務費の442万8,000円、委託料850万

9,000円、工事請負費207万8,000円、塵芥処理事業に要する経費といたしまして４節の計

840万1,000円を計上させていただいております。内容といたしましては、ほかの施設と同

様、電気代の増額分が103万6,000円、それから今年度完成いたします新浄水場からクリー

ンセンターへ冷却用の水の管を設置するための経費といたしまして78万9,000円、また海岸

漂着物ほか処分経費として230万1,000円、また父島奥村にございます家電リサイクルの保

管用のコンテナ、40フィートコンテナを１つ解体する予定がございます。128万9,000円。

それから昨年大島でございました災害で使用されておりましたコンテナ、こちらを９基小

笠原のほうで譲渡を受けることにいたしております。この譲渡に伴いまして海上ほか運送

に要する経費298万6,000円、このような経費を計上させていただいております。 

  続きまして、目、下水道費、繰出金マイナス721万3,000円につきましては、下水道事業特
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別会計への繰出金減額分を計上したものでございます。 

  目、浄化槽費、繰出金のマイナス11万9,000円、浄化槽事業特別会計への繰出金減額分を

計上いたしております。 

  項、上水道費、簡易水道費、繰出金の215万7,000円につきましては、簡易水道事業特別会

計への繰出金増額分を計上させていただいております。 

  農林水産業費、水産業費、水産業振興費、こちらは総合交付金増額に伴い財源更正をさせ

ていただいております。 

  続きまして、次の16ページ、17ページをお開きください。 

  商工費、商工費、観光費、総合交付金の減額に伴いまして財源更正をさせていただいてお

ります。 

  次の目、観光振興費、こちらは総合交付金増額に伴いまして財源更正をさせていただいて

おります。 

  土木費、道路橋りょう費、道路維持費、総合交付金減額に伴いまして財源更正。 

  次の目、道路整備費、こちらは総合交付金増額に伴いまして財源更正をそれぞれさせてい

ただいております。 

  項、都市計画費、都市計画総務費、こちらが総合交付金減額に伴いまして財源更正をさせ

ていただいております。 

  項、公園費、公園管理費、需用費の90万2,000円につきましては、硫黄島の平和祈念墓地

公園の管理経費の増額分、内容といたしましては、公園管理に伴いますヘリの燃料代増額

分を計上しております。 

  教育費、教育総務費、事務局費、職員手当等の９万1,000円、共済費の２万円、負担金補

助及び交付金の6,000円、３節の計11万7,000円につきましては、職員人件費、特別職、一

般職の人件費増額分を計上させていただいております。 

  恐れ入ります、18ページ、19ページをお開きください。 

  項、小学校費、学校管理費につきましては総合交付金増額に伴いまして財源更正。 

  目、教育振興費の需用費につきましては、小笠原小学校それから母島小学校の教材購入の

経費の増額分、それぞれ増額。教科書の指導書を購入するための経費といたしまして189万

4,000円を計上させていただいております。 

  項、中学校費、学校管理費、総合交付金増額に伴いまして財源更正をさせていただいてお

ります。 
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  項、保健体育費、保健体育総務費の需用費でございますけれども、103万5,000円につきま

しては、オリンピック・パラリンピック事業費といたしまして父島・母島交流スポーツ大

会、父島のロードレース大会、母島小中学校のロードレース大会、それぞれの事業にあわ

せてタオル、キャップ、Ｔシャツ等を購入する経費を計上しております。 

  目、体育施設費、市町村総合交付金のこちらは増額に伴いまして財源更正。 

  公債費、公債費、利子、償還金利子及び割引料のマイナス37万8,000円につきましては、

財政投融資の資金のこちらは利子の減額分を計上させていただいております。 

  諸支出金、基金費、その他基金費、積立金1,046万円につきましては、特定防衛施設周辺

整備調整交付金事業基金積立金増額分を計上したものでございます。 

  項、諸費、都支出金返納金、償還金利子及び割引料の4,000円につきましては、都支出金

の返納金増額分を計上したものでございます。 

  歳出合計、既定額40億7,884万円、補正額4,316万1,000円、計41億2,200万1,000円。 

  説明につきましては以上でございます。 

  ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（佐々木幸美君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご

異議ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 

  議案第71号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（佐々木幸美君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第７２号から議案第７６号までの上程、説明、質疑、討論、採決 
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○議長（佐々木幸美君） 日程第16、議案第72号から日程第20、議案第76号までの議案５件を

一括議題といたします。これにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認め、議案５件を一括議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 議案第72号から第76号までを一括して提出させていただきます。 

  議案第72号は平成26年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）（案）、議案

第73号は平成26年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）（案）、議案第74

号は平成26年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計補正予算（第２号）

（案）、議案第75号は平成26年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算（第２号）（案）、

議案第76号は平成26年度小笠原村浄化槽事業特別会計補正予算（第２号）（案）でござい

ます。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（佐々木幸美君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） それでは、平成26年度の特別会計の補正予算５件を説明させてい

ただきます。 

  94ページをお開きください。 

  平成26年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算、予算総則。 

  平成26年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,335万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ３億1,283万4,000円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成26年12月10日。小笠原村長、森下一男。 

  95ページをお開きください。 

  第１表、歳入歳出予算補正、歳入の款項ごとの補正内訳でございます。次の96ページに歳
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出の補正内訳がございます。 

  後ほど５つの特別会計補正予算説明書におきまして詳細説明をさせていただきたいと存じ

ます。 

  99ページをお開きください。 

  平成26年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算、予算総則。 

  平成26年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,137万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ２億484万1,000円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （地方債の補正） 

  第２条 地方自治法第230条第１項の規定による地方債の補正は、「第２表 地方債補

正」による。 

  平成26年12月10日。小笠原村長、森下一男。 

  次の100ページをお開きください。 

  第１表、歳入歳出予算補正、歳入の款項ごとの補正内訳でございます。次の101ページに

歳出がございます。 

  102ページお開きください。 

  第２表、地方債の補正でございます。起債の目的、簡易水道事業整備債、補正前、補正後

で変更がございましたのが限度額でございます。補正前720万円、補正後920万円、200万円

の増でございます。 

  続きまして、105ページをお開きください。 

  平成26年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計補正予算、予算総則。 

  平成26年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ５万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ１億6,911万円と定める。 



－５７－ 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成26年12月10日。小笠原村長、森下一男。 

  106ページをお開きください。 

  第１表、歳入歳出予算補正、歳入の款項ごとの補正内訳でございます。次の107ページに

歳出がございます。 

  110ページ、お開きください。 

  平成26年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算、予算総則。 

  平成26年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額からそれぞれ1,443万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ２億6,023万2,000円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成26年12月10日。小笠原村長、森下一男。 

  111ページをお開きください。 

  第１表、歳入歳出予算補正、歳入の款項ごとの補正内訳でございます。次の112ページが

歳出となってございます。 

  115ページをお開きください。 

  平成26年度小笠原村浄化槽事業特別会計補正予算、予算総則。 

  平成26年度小笠原村浄化槽事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額からそれぞれ11万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ1,467万4,000円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成26年12月10日。小笠原村長、森下一男。 

  116ページをお開きください。 

  第１表、歳入歳出予算補正、歳入の款項ごとの補正内訳でございます。次の117ページが

歳出となってございます。 
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  恐れ入ります。先ほどの一般会計と同様に、別冊になってございます予算説明書におきま

して詳細な説明をさせていただきます。 

  24ページ、25ページをお開きください。 

  まず国民健康保険特別会計でございます。 

  24、25ページに歳入歳出の予算補正、総括がございます。 

  26ページをお開きください。 

  まず歳入からでございます。 

  繰入金、一般会計繰入金、一般会計繰入金、その他一般会計繰入金の2,335万7,000円につ

きましては、その他一般会計繰入金増額分を計上したものでございます。 

  歳入合計、既定額２億8,947万7,000円、補正額2,335万7,000円、計３億1,283万4,000円。 

  28、29ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  保険給付費、高額療養費、一般被保険者高額療養費、負担金補助及び交付金の353万円に

つきましては、一般被保険者高額療養費増額分を計上したものでございます。 

  後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金、負担金補助及び交付金の

1,926万8,000円につきましては、後期高齢者支援金増額分を計上したものでございます。 

  前期高齢者納付金等、前期高齢者納付金等、前期高齢者納付金、負担金補助及び交付金の

マイナス452万4,000円につきましては、前期高齢者納付金減額分を計上したものでござい

ます。 

  共同事業拠出金、共同事業拠出金、高額医療費共同事業拠出金、負担金補助及び交付金の

103万6,000円につきましては、高額医療費共同事業拠出金増額分を計上したものでござい

ます。 

  目、保険財政共同安定化事業拠出金、負担金補助及び交付金の404万7,000円につきまして

は、保険財政共同安定化事業拠出金増額分を計上したものでございます。 

  歳出合計、既定額２億8,947万7,000円、補正額2,335万7,000円、計３億1,283万4,000円。 

  続きまして、32ページお開きください。 

  簡易水道事業特別会計の歳入歳出補正予算、総括でございます。 

  次の34、35ページをお開きください。 

  まず歳入でございます。 

  国庫支出金、国庫補助金、簡易水道整備事業国庫補助金、簡易水道整備事業費721万8,000
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円につきましては、簡易水道整備事業費増額分を計上したものでございます。 

  繰入金、繰入金、繰入金、一般会計繰入金215万7,000円につきましては、一般会計繰入金

増額分を計上したものでございます。 

  村債、村債、簡易水道事業整備債、簡易水道事業整備債200万円につきましては、簡易水

道事業整備債増額分を計上したものでございます。 

  歳入合計、既定額１億9,346万6,000円、補正額1,137万5,000円、計２億484万1,000円。 

  36、37ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  総務費、総務管理費、総務管理費、職員手当等25万3,000円、共済費５万4,000円、負担金

補助及び交付金6,000円、この３節の合計31万3,000円につきましては、職員人件費増額分

を計上したものでございます。 

  建設改良費、建設改良費、建設改良費、需用費の28万4,000円、工事請負費の1,415万

2,000円、２節の合計1,443万6,000円につきましては、簡易水道施設整備費増額分を計上し

たものでございます。 

  公債費、公債費、利子、償還金利子及び割引料のマイナス337万4,000円につきましては、

財政投融資資金の減額分、これは利子分の減額がマイナスの337万4,000円でございます。 

  歳出合計、既定額１億9,346万6,000円、補正額1,137万5,000円、計２億484万1,000円。 

  続きまして、40ページ、41ページをお開きください。 

  介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計の補正の総括でございます。 

  42、43ページをお開きください。 

  まず歳入でございます。 

  繰入金、一般会計繰入金、一般会計繰入金、一般会計繰入金の５万8,000円につきまして

は、一般会計繰入金増額分を計上したものでございます。 

  歳入合計、既定額１億6,905万2,000円、補正額５万8,000円、計１億6,911万円。 

  次の44、45ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  総務費、施設管理費、一般管理費、職員手当等４万5,000円、共済費１万1,000円、負担金

補助及び交付金2,000円、３節の計５万8,000円につきましては、人件費の増額分を計上し

たものでございます。 

  歳出合計、既定額１億6,905万2,000円、補正額５万8,000円、計１億6,911万円でございま
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す。 

  続きまして、48、49ページをお開きください。 

  下水道事業特別会計の歳入歳出予算補正、総括でございます。 

  50ページ、51ページをお開きください。 

  国庫支出金、国庫補助金、地域し尿処理施設整備国庫補助金、地域し尿処理施設整備費マ

イナスの721万8,000円につきましては、地域し尿処理施設整備費減額分を計上したもので

ございます。 

  繰入金、繰入金、繰入金、一般会計繰入金のマイナス721万3,000円につきましては、一般

会計繰入金減額分を計上したものでございます。 

  歳入合計、既定額２億7,466万3,000円、補正額マイナス1,443万1,000円、計２億6,023万

2,000円でございます。 

  続きまして、52、53ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  総務費、総務管理費、総務管理費、給料の３万1,000円、職員手当等の10万3,000円、共済

費の４万5,000円、負担金補助及び交付金の4,000円、４節の計18万3,000円につきましては、

一般職人件費増額分を計上したものでございます。 

  建設改良費、建設改良費、建設改良費、委託料のマイナス540万円、工事請負費のマイナ

ス903万6,000円、２節の合計マイナスの1,443万6,000円につきましては、振興開発事業地

域し尿処理施設整備費の減額分を計上したものでございます。 

  公債費、公債費、利子、償還金利子及び割引料のマイナス17万8,000円につきましては、

財政投融資資金の利子の減額分を計上したものでございます。 

  歳出合計、既定額２億7,466万3,000円、補正額マイナス1,443万1,000円、計２億6,023万

2,000円。 

  続きまして、56、57ページをお開きください。 

  浄化槽事業特別会計補正予算の歳入歳出、総括でございます。 

  58、59ページをお開きください。 

  歳入でございます。 

  繰入金、繰入金、繰入金、一般会計繰入金マイナス11万9,000円につきましては、一般会

計からの繰入金減額分を計上したものでございます。 

  歳入合計、既定額1,479万3,000円、補正額マイナス11万9,000円、計1,467万4,000円でご
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ざいます。 

  60ページ、61ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  公債費、公債費、利子、償還金利子及び割引料のマイナス11万9,000円につきましては、

財政投融資資金の利子の減額分を計上したものでございます。 

  歳出合計、既定額1,479万3,000円、補正額マイナス11万9,000円、計1,467万4,000円。 

  説明につきましては以上でございます。 

  ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（佐々木幸美君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。議案第72

号から議案第76号までの議案５件を一括して採決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 

  議案第72号から議案第76号までに賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（佐々木幸美君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎発議第８号の上程、説明、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第21、発議第８号を議題といたします。 

  会議規則第122条の規定により、議員の派遣についてお諮りします。 

  事務局長に内容を説明させます。 

  事務局長、セーボレー君。 

○事務局長（セーボレー孝君） ご説明いたします。 

  発議第８号 議員の派遣について（案）。 
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  次のとおり議員を派遣する。 

  １、派遣目的、中国密漁船団に関する要望並びに津波対策等に関する要望。 

  ２、派遣場所、国土交通省、農林水産省、外務省、東京都ほかでございます。 

  ３、派遣期間、平成27年２月17日火曜日から２月27日金曜日まででございます。 

  ４、派遣議員、佐々木幸美議長外議員７名でございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木幸美君） ただいまの説明の内容のとおり、議員を派遣したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎日程の追加 

○議長（佐々木幸美君） 次に、日程の追加についてお諮りします。 

  発議第９号を日程に追加し、追加日程第１として議題にしたいと思います。これにご異議

ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認め、発議第９号を日程に追加し、追加日程第１として

議題とすることに決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎発議第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 追加日程第１、発議第９号 津波観測機器と震度計の設置を求める

意見書（案）を議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） 発議第９号、平成26年12月11日。小笠原村議会議長、佐々木幸美殿。 

  提出者、小笠原村議会議員、一木重夫。賛成者、小笠原村議会議員、池田 望。 

  津波観測機器と震度計の設置を求める意見書（案）。 

  上記の議案を、別紙のとおり小笠原村議会会議規則第14条第１項及び第２項の規定により

提出します。 

  提案理由。 
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  国に対して、小笠原村民等の安心と安全の確保のために、母島及び小笠原諸島周辺海域に

潮位計等の津波観測機器を、また、硫黄島に震度計を早期に設置することを求めるため、

本案を提出する。 

  趣旨説明は、意見書（案）の朗読にかえさせていただきます。 

  津波観測機器と震度計の設置を求める意見書（案）。 

  平成21年１月、ニューギニア付近で発生した津波は、気象庁の津波注意報発令前に父島に

到達した。母島では護岸工事の時に津波観測機器が撤去されたままになっている。母島以

南に津波観測機器が設置されていれば、このような危険な事態を防げたはずである。遡れ

ば、1826年及び1872年に小笠原では３～６ｍの近地津波が発生した記録が残っている。 

  日本国内で観測されたＭ7.5以上の地震の12％は、小笠原諸島周辺海域で発生している。

さらに本年になって西之島では火山活動が活発化し、島の崩落により父島に１ｍ以上の津

波が襲来する危険性が指摘されている。 

  小笠原村民の安心と安全の確保のために、母島及び小笠原諸島周辺海域に潮位計等の津波

観測機器を早期に設置することを求める。 

  硫黄島には震度計が設置されていない。硫黄島近海では最近10年間でも、Ｍ６以上の地震

が４回発生している。1995年にＭ7.5、2000年にはＭ7.9の大地震が発生した。現在硫黄島

に派遣されている500名の自衛隊員・民間企業の職員、硫黄島近海の漁業従事者、並びに彼

らの家族は、どのくらいの震度なのか揺れの大きさが判らない。早期に硫黄島に震度計を

設置することを求める。 

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。 

  平成26年12月11日。小笠原村議会議長、佐々木幸美。 

  衆議院議長、参議院議長、国土交通大臣、気象庁長官宛て。 

  以上でございます。 

  よろしくご審議のほどお願いします。 

○議長（佐々木幸美君） 提案者の説明は終わりました。 

  お諮りします。 

  本案は質疑、討論を省略し、直ちに採決をしたいと思います。これにご異議ございません

か。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 
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  発議第９号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（佐々木幸美君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎閉会中の継続調査の申し出 

○議長（佐々木幸美君） 次に、議会運営委員会、総務委員会、小笠原空港開設・航路改善特

別委員会、硫黄島調査特別委員会より所管の事務及び調査中の事件について、各委員長よ

り閉会中の継続調査の申し出があります。 

  本件は、お手元に配付のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思います。これにご異議

ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 

  よって、本件は申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎閉議及び閉会の宣告 

○議長（佐々木幸美君） 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日の会議を閉じます。 

  これをもちまして、平成26年第４回小笠原村議会定例会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

（午後５時４分） 
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第 ４ 回 定 例 会 議 案等 審 議 結 果 表 

 

提出月日（平成２６年１２月１０日、１１日） 

議決月日（平成２６年１２月１１日） 

 

議案番号 件 名 審議結果 

報告第１５号 
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例（専決処分） 
原案承認 

報告第１６号 
特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部を改正する条例（専決処分） 
原案承認 

報告第１７号 

小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時

間等に関する条例の一部を改正する条例（専決処

分） 

原案承認 

報告第１８号 
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（専

決処分） 
原案承認 

報告第１９号 
平成２６年度小笠原村一般会計補正予算（第３号）

（専決処分） 
原案承認 

議案第６２号 小笠原村職員定数条例の一部を改正する条例（案） 原案可決 

議案第６３号 小笠原村役場組織条例の一部を改正する条例（案） 原案可決 

議案第６４号 
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例（案） 
原案可決 

議案第６５号 
特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部を改正する条例（案） 
原案可決 

議案第６６号 
小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時

間等に関する条例の一部を改正する条例（案） 
原案可決 

議案第６７号 
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

（案） 
原案可決 
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議案番号 件 名 審議結果 

議案第６８号 小笠原村防災会議条例の一部を改正する条例（案） 原案可決 

議案第６９号 
小笠原村災害対策本部条例の一部を改正する条例

（案） 
原案可決 

議案第７０号 
小笠原村国民健康保険条例の一部を改正する条例

（案） 
原案可決 

議案第７１号 
平成２６年度小笠原村一般会計補正予算（第４号）

（案） 
原案可決 

議案第７２号 
平成２６年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）（案） 
原案可決 

議案第７３号 
平成２６年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予

算（第３号）（案） 
原案可決 

議案第７４号 
平成２６年度小笠原村介護保険（介護サービス事業

勘定）特別会計補正予算（第２号）（案） 
原案可決 

議案第７５号 
平成２６年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算

（第２号）（案） 
原案可決 

議案第７６号 
平成２６年度小笠原村浄化槽事業特別会計補正予算

（第２号）（案） 
原案可決 

発議第 ８号 議員の派遣について 原案可決 

発議第 ９号 津波観測機器と震度計の設置を求める意見書（案） 原案可決 
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一 般 質 問 一 覧 表 
 



－１２１－ 

一 般 質 問 一 覧 表 

 

氏 名 質 問 項 目 

高橋研史議 員 １ 防災条例について 

片股敬昌議 員 
１ 子供の読書活動推進 

２ 役場の駐輪場 

池田  望議 員 
１ 定期船運賃の低廉化対策について 

２ 旧赤間ホテル（仮称）の跡地利用は 

稲垣  勇議 員 １ 母島の金融状況について 
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